
※本内容は、令和8年4月1日時点の内容であり、国の要綱改正等により変更が生じる場合があります。 
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お問い合わせ先・提出先 

 

大垣市 こども未来部 子育て支援課  〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 

直通電話：０５８４－４７－７０６４  アドレス：kodomo@city.ogaki.lg.jp 
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１ 目  的 

 

 子どもの健全育成と居場所づくりを支援するため、地域においてひとり親家庭や低所得

子育て世帯等の子どもをはじめ、多様かつ複合的な困難を抱える等支援を必要とする子ど

ものほか広く子ども達に学習、遊び等の様々な機会及び体験の提供や食事を提供する等、

子どもの居場所を開設及び運営する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

２ 対象団体 

 

子どもの居場所を運営する又は運営を予定し、次の①～③をすべて満たす団体を対象と

します。 

① 補助対象事業を明確に区分した会計及び経理を実施し、その報告ができること 

② 団体（法人格を有しない団体の場合は代表者）が市税を滞納していないこと 

③ 次の1)、2)、3)のいずれかに該当する団体を対象とします。 

1) 大垣市まちづくり市民活動育成支援条例に基づき登録している市民活動団体 

2) 自治会その他地域住民組織 

3) 定款、会則その他規則を定め、組織として活動している法人その他の団体等の 

    うち市長が適当と認めるもの 

＊次のいずれかに該当する団体は対象外とします。 

・ 宗教的活動、政治的活動をしている団体 

・ 公の秩序、善良の風俗を害する活動をしている団体  

・ 暴力行為を行うおそれがある組織の構成員が加入する団体 

 

３ 補助要件 

 

次の要件をすべて満たす事業 

● 大垣市内で子どもの居場所を運営すること。 

● 主な利用者は、市内在住の支援を必要とする高校生以下の子どもとすること。 

● 利用者の負担額は、無料又は低額とすること。 

● 実施場所等について、良好な衛生環境、安全性等を確保すること。 

● 飲食物の提供を行う場合には、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギ

  ー及び防火等に配慮すること。 
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● 利用者及び従事者を対象にした傷害保険（食事を提供する場合には、食中毒に対応

  するものを含む）に加入すること。 

● 実施にあたっては、大垣市こども家庭センター等の相談機関と連携を図り、支援が  

必要な子どもや家庭の把握に努め、関係機関へ報告を行う等、適切な対応を図ること。 

● 実施場所は、子どもがアクセスしやすい、市公共施設や民間施設での実施を図るこ

と。 

● 夏季休業日、冬季休業日等の長期休業期間に活動回数を増やすよう努めること。 

● 食材の確保は、地域の農家、食品会社及びフードバンク等の協力を得るよう努める

こと。 

● 市等が実施する子どもの居場所に係る各種情報交換会や研修会等に参加するよう

努めること。 

● この要綱に基づく補助金以外の国、県及び市の補助金等の交付を受けていないこ

と。 

４ 補助対象経費 

子どもの居場所の開催に必要な、他の事業と明確に区分できる次の経費 

＊団体の運営経費、本事業以外で共用する物品等の経費は除く 

■ 事業補助金 

費 目 補助対象となる経費例 

報 償 費 開催日に従事した者への運営謝礼 など    

旅  費 事前準備日及び開催日に従事した者への移動に係る交通費 など 

消耗品費 子どもの遊び道具や文具 など 

燃 料 費 暖房用の燃料（灯油）や炊事用の燃料（プロパンガス） など 

印刷製本費 チラシ印刷代 など 

光熱水費 電気使用料、上・下水道使用料、都市ガス使用料 など 

＊子どもの居場所の開催で使用した数量・金額が区別できるものに限る 

賄材料費 提供する食事の材料費 など 

役 務 費 電話料金、郵便代、配送料、検便代 など 

保 険 料 傷害保険料 など 

賃 借 料 機器の賃借料 など 

施設使用料 開催場所の使用料（冷暖房使用料を含む） など   

備品購入費 消耗品と比較してより長期的に使用・保管できる備品 

＊ パソコン、カメラ、居場所以外での利用が認められる備品は対象外

とします。 

＊ 事前に見積書等金額が分かる書類の提出が必要となります。 
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■ 備品購入補助金 

費目 補助対象となる経費例 

備品購入費 消耗品と比較してより長期的に使用・保管できる備品 

＊ パソコン、カメラ、居場所以外での利用が認められる備品は対象外

とします。 

＊ 事前に見積書等金額が分かる書類の提出が必要となります。 

※ 備品購入補助金の対象となる団体は、備品購入補助金の交付を申請する年度に事業補

助金の交付の申請をしていることが要件となります。 

※ 経費例は一例です。補助対象経費の判断に迷うときは、子育て支援課にご相談くださ

い。 

 

５ 補助金額 

 

■ 事業補助金 

補助金の額は、次のいずれか少ない額になります。 

① 補助対象経費の総額から、利用料・寄付金・その他収入を除いた金額に1,000円未

満の端数を切り捨てた金額 

② 年度内の子どもの居場所づくりの実施回数に1万円をかけた金額 

③ 補助限度額20万円 

 

■ 備品購入補助金 

補助金の額は、次のいずれか少ない額になります。 

① 補助対象経費の額から寄付金・その他収入を除いた金額に1,000円未満の端数を切

 り捨てた金額 

② 補助限度額10万円 
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６ 補助期間 

 

事業補助金の交付は、令和4～6年度に実施した「大垣市子ども食堂運営支援事業補助金」

における運営補助金の交付回数を含め、8回が限度となります。例えば、過去に「大垣市子

ども食堂運営支援事業補助金」の運営補助金の交付を2回受け、本補助金の運営補助金の交

付を1回受けている場合には、本補助金は残り5回の交付を受けることができます。 

※ 備品購入補助金は、事業補助を受けているの期間内に1回のみ補助を受けることが 

可能です。また、過去に「大垣市子ども食堂運営支援事業補助金」や本補助金で備品購

入補助金の交付を受けている場合は対象外となります。 
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※１：国の補助金の都合上、2月末までに交付決定額により前払いします。 

   実績報告後の確定補助額と差額が生じる場合には、納付書により返金頂きます。 

７ 交付申請から補助金受領までの流れ  

申 請 者 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

交付決定通知書の受領 

⑴ 交 付 申 請 

事業補助金の申請書類 備品購入補助金の申請書類 

⑴交付申請書 

⑵事業計画書 

⑶収支予算書 

⑷団体調書 

⑸誓約書 

⑹同意書 

⑺会員名簿 

⑻見積書等金額が分かる書類 

＊備品購入費のみ 

⑼その他関係書類 

＊チラシ、保険加入の写し等 

⑴交付申請書 

⑵事業計画書 

⑶収支予算書 

⑷見積書等金額が分かる書類 

⑸その他関係書類 

 ＊必要があれば 

 

交付申請書の審査 

交 付 決 定 

＊初めて申請する場合

は、事前に子育て支援課

へ相談が必要です 

＊交付決定前に実施し

た事業は補助対象外に

なりますのでご注意く

ださい 

⑵ 補 助 事 業 の 実 施 

 

補助事業の内容を変更
（実施回数の増減を含
む）、中止、廃止する場合
は 、 子 育 て 支 援 課 へ  
ご相談ください 

⑶ 事業の完了・実績報告 

事業補助金の報告書類 備品購入補助金の報告書類 

⑴実績報告書 

⑵事業報告書 

⑶収支決算書 

⑷帳簿の写し及び領収書の写し 

⑸活動状況の分かる写真 

⑹その他活動の実績を示す資料 

⑴実績報告書 

⑵事業報告書 

⑶収支決算書 

⑷帳簿の写し及び領収書の写し 

⑸購入した備品(現物)の写真 

⑹その他活動の実績を示す資料 

 
補助金額確定通知書の受領 

実績報告書の審査 

補助金額確定 

事業完了後、14日以内ま
たは、3月31日のいずれか
早い日までに提出してく
ださい 

⑷ 交 付 請 求 

事業補助金 備品購入補助金 

・交付請求書 

 
補助金の受領 

補助金の交付 

事業完了後、14日以内ま
たは、2月末のいずれか 
早い日までに提出してく
ださい ※１ 
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８ その他注意事項 

 

⑴ 作成チラシにおける補助事業名の記載について 

補助対象事業のチラシには、「本事業は大垣市子どもの居場所づくり事業補助金の交

 付を受けて実施しています」と記載してください。（P30参照） 

 

⑵ 経費の支払い方法について 

ポイント付与分とポイントで支払った商品等の代金は、補助対象経費となりませ 

ん。（当該ポイント付与分は補助対象経費から除くこととします。） 

 

⑶ 旅費の支払い規定について 

事前の買い出し及び開催日に従事した者への移動に係る交通費（旅費）を支払う場

合、各団体で実費相当の算出規定（○kmあたり○円等）を設け、交付申請時に、参考資

料として添付してください。（参考様式：P33参照） 

  

⑷ レシート、領収書の写しの提出について（実績報告書に添付） 

・ 購入日、金額だけではなく、品目がわかるものをご提出ください。 

＊ 領収書の場合、購入した品目の明細が必要となりますので、原則、レシートで 

の提出に努めてください。 

・ 領収書は、必ず申請団体名で受領してください。 

・ 補助対象物品等のみでのレシート、領収書としてください。 

＊補助対象外のもの（私用で購入したものや他の事業で使用するもの）と混合して

    の購入及び支払いは控えてください。 

＊領収書は、必ず但し書きにて品目を記載いただくようにしてください。 

 

⑸ 帳簿の提出について（実績報告書に添付） 

3ページの補助対象経費に記載されている「費目」（消耗品費、賄材料費など）ごと 

に、支出をまとめた帳簿を提出してください。 

 

⑹ 購入備品への補助事業名の表示について 

本補助で購入した備品には、テプラ等の貼付により「令和○年度大垣市子どもの居 

場所づくり事業補助金」と表示してください。（P30参照） 
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⑺ 購入した備品(現物)の写真について 

購入した備品について、「活動時の使用状況が分かる写真」及び「備品に事業名を表

示していることが分かる写真」を提出してください。複数の備品を購入している場合

には、それぞれの備品についてわかるように資料を提出してください。 

 

⑻ 団体における全体の活動実績及び収支が分かる書類について 

補助金の交付を受けた団体は、実績報告書の提出後できるだけ早い時期に、補助金

  の交付を受けた年度において本補助金の対象外として行った活動を含んだ、子どもの

  居場所に係る事業の活動実績及び収支がわかる書類を提出してください。 

   ＊本補助金の対象外として行った活動とは、他の補助金や助成金、自己資金、寄付

金などで行った子どもの居場所事業のことを指します 

 

⑼ 書類の保管期間について 

収支を明らかにした帳簿・収支の証拠書類を備え、事業実施の翌年度から起算して

  5年間保管してください。 

＊令和8年度事業分は、令和14年3月31日まで保管が必要となります。 
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第1号様式(第6条関係) 

 

令和８年 ４月 ２日  

 大垣市長  様 

 

所 在 地 大垣市丸の内２丁目２９番地 

団 体 名 おおがきこども応援団 

代表者名 代表 山田 太郎 

 

大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付申請書(事業補助金用) 

 

 大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱第6条の規定により、次のとおり申請

します。 

 

 

1 交付申請額       １５０，０００円 

  

2 事業補助金に係る補助事業に要する経費 

 

              ２33，89０円 

  

3 添付書類 

⑴ 事業計画書（第2号様式） 

 ⑵ 収支予算書(事業補助金用)（第3号様式） 

 ⑶ 団体調書（第4号様式） 

 ⑷ 誓約書（第5号様式） 

 ⑸ 同意書（第6号様式） 

 ⑹ 会員名簿 

 ⑺ 見積書等金額が分かる書類（備品購入費のみ） 

 ⑻ その他関係書類 

 

事業実施前または4月30日のいずれか早い日までに提出してください。 

原則、交付決定前に実施、契約（購入）や支出した経費は対象外となります。 
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材料費などの実費相当額以下となります。 

子どもが 1人で立ち寄れることが必要です。 

第2号様式(第6条、第13条関係) 

 

事業計画書 

１ 活動目的 

子どもの健全育成を行うため、ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子どものほか広

く子ども達に子ども食堂やプレーパークなどを実施する。 

 

 

２ 団体概要 

実施団体名 おおがきこども応援団 

 ☑ 大垣市市民活動団体登録番号（ １６２０ ） 

 □ 地域住民組織（地域名：       ） 

 □ その他、任意団体 

 

３ 実施内容 

 ⑴ 内  容 

事  業  名：（名称がある場合のみ記載ください） 

こども応援団 

内   容： 

子ども食堂、プレーパーク 

 ⑵ 実施時期、時間及び場所 

時  期 令和 8 年 ４ 月 21 日 ～ 令和 9 年 3 月 10 日 

時  間     11 時 30 分 ～ 13 時 30 分 

場  所 ・おおがき広場（大垣市丸の内2-29） 

・おおがきパーク（大垣市丸の内229） 

 ⑶ 対象地域及び対象者 

 対象地域：主に〇〇小学校区 

 対 象 者：小学生～高校生の子ども、地域住民 

 ⑷ 利用者数及び利用料金（1回あたり） 

項目 子ども 保護者等 従事者 

利用者数 25 人 10 人 5 人 

利用料金 0 円  300 円  
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４ 開催計画（予定） 

№ 実施日 
利用者数  

実施内容 
 食事提供数 

1 令和8年 ４月２１日 40人 30人 子ども食堂／おおがき広場 

2 令和8年 5月１５日 ３0人 40人 子ども食堂／おおがき広場 

3 令和8年 6月20日 40人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

4 令和8年 7月26日 ５0人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

5 令和8年 8月 １日 40人 50人 子ども食堂／おおがき広場 

6 令和8年 8月15日 ３0人 ３0人 子ども食堂／おおがき広場 

7 令和8年 8月20日 40人 40人 子ども食堂・プレーパーク／おおがき広場 

8 令和8年 9月２１日 ５0人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

9 令和8年10月１６日 40人 30人 子ども食堂／おおがき広場 

10 令和8年11月21日 ３0人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

11 令和8年12月 １日 40人 40人 子ども食堂／おおがき広場 

12 令和8年12月15日 ５0人 50人 子ども食堂・プレーパーク／おおがき広場 

13 令和9年 1月20日 40人 40人 子ども食堂／おおがき広場 

14 令和9年 2月25日 40人 50人 子ども食堂／おおがき広場 

15 令和9年 3月１0日 40人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

16  人 人  

17  人 人  

18  人 人  

19  人 人  

20  人 人  

 合計 600人 400人  

※ 開催場所が2か所以上の場合は、実施日ごとに実施内容欄に開催場所を記載してくだ

さい。 

※ 食事提供数は、食事提供を行う予定の場合のみ記載してください。 

従事者を含んだ人数を記載してください。 
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第3号様式(第6条関係) 

 

収支予算書(事業補助金用) 

１ 収入の部 

費 目 金額（円） 積算内訳 

市補助金（事業補助金） 150,000円  

利用料 45,000円 おとな３００円×平均１０人×１５回 

寄付金 25,000円  

その他収入 0円  

自己資金 13,890円  

合 計 233，89０円  

 

２ 支出の部 

費 目 金額（円） 積算内訳 

報償費 3０，０００円 ボランティア４人×５００円×１５回 

旅費 6，０００円 ボランティア４人×平均１００円×１５回 

消耗品費 1，5００円 １回平均１００円×１５回 

燃料費 3，０００円 １回平均２００円×１５回 

印刷製本費 6，０００円 １回平均４００円×１５回 

光熱水費 7，5００円 １回平均５００円×１５回 

賄材料費 12０，０００円 １食平均3００円×４０人分×10回 

役務費 59０円 郵便代など 

保険料 16，8００円 １回平均1,120円×１５回 

使用料 22，5００円 １回平均1,500円×１５回 

賃借料 １０，０００円 かき氷機（2,500円×４回） 

備品購入費 １０，０００円 炊飯器 

合 計 233，89０円  

※ 備品購入補助金の対象とする備品購入費は、事業補助金の対象とする備品購入費とは

別になるため、記載しないでください。 

※ 収入合計と支出合計の額は一致させてください。 

交付決定前に実施、契約（購入）や支出した経費は対象外となります。 
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第4号様式(第6条関係) 

 

団体調書 

団 体 名 称 おおがきこども応援団 

団体所在地 
〒 ５０３ － ８６０１ 

 大垣市丸の内２丁目２９番地 

団 体 Ｈ Ｐ あり（URL：https://www2.ogaki.lg.jp/suitokko_dg） ・ なし 

代 表 者 

氏名  山田 太郎 

住所 
〒 ５０３ － 8601 

 大垣市丸の内2-29 

電話番号  ０５８４－８１－４１１１ 

設 立 目 的 

・子どもの居場所づくり 

・生活困窮している家庭の子どもへの食事・学習支援 

 

 

 

設 立 年 月 令和元年 ５月 

会 員 数   ７人 

主な活動歴 

・プレーパーク（令和２年４月～、月１回） 

・学習支援（令和２年７月～、週１回） 

・子ども食堂（令和３年５月～、月１回） 

・町内の清掃活動などのボランティア活動 

 

 

 

担 当 者 

氏名  佐藤 花子 

電話番号  ０５８４－４７－７０６４ 

Ｅメール  suitokko_o-en@gmail.com 
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第5号様式(第6条関係) 

 

大垣市長  様 

 

誓 約 書 

 

大垣市子どもの居場所づくり事業補助金の交付申請にあたり、補助事業を実施する団体 

及び従事者（以下「団体等」という）は、次の事項を厳守することを誓約します。 

なお、この誓約に反する行為が判明した場合は、補助金の交付決定を取り消されても 

異議を申し立てません。 

 

 

1 補助事業は、大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱（以下「要綱」という） 

第3条各号のいずれにも該当するものであること。 

2 団体等は、要綱第4条各項のいずれにも該当するものであること。 

3 補助事業の実施に関し、子どもの居場所の利用者の人権に配慮すること。 

4 事業を行う上で知り得た個人情報を補助事業の目的以外に使用しないこと。 

5 事業で行う上で知り得た個人情報は、鍵付きのキャビネットで保管すること。 

6 事業を行う上で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。事業が終了した後も 

同様とする。 

 

 

  令和８年 ４月 ２日 

 

所 在 地 大垣市丸の内２丁目２９番地 

 

団 体 名 おおがきこども応援団 

 

代表者名 代表 山田 太郎     ㊞  

（押印してください↑）  
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第6号様式(第6条関係) 

 

大垣市長  様 

 

同 意 書 

 

 大垣市子どもの居場所づくり事業補助金の交付決定に際し、市が市税の納付状況につい

て、確認することに同意します。 

 

 

令和８年 ４月 ２日 

 

所 在 地 大垣市丸の内２丁目２９番地 

 

団 体 名 おおがきこども応援団 

 

代表者名 代表 山田 太郎   ㊞ 

（押印してください↑）  
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第14号様式(第11条関係) 

 

 

令和８年10月5日  

 

所 在 地 大垣市丸の内２丁目２９番地 

団 体 名 おおがきこども応援団 

代表者名 代表 山田 太郎 

 

大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付請求書(事業補助金用) 

 

 令和８年４月5日付けで交付決定・変更交付等決定・確定通知を受けた事業補助金につい

て、大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱第11条第2項の規定により、次のとお

り請求します。 

 

1 通知書番号           子第１５８号の２（交付決定通知書に記載の通知番号） 

2 交付決定額・確定額       １５０，０００円 

3 交付済額                ０円 

4 交付請求額            8０，０００円 

 

5 実施状況 

① 今年度開催計画回数 １５回 【備考】 

 ② 開催済回数 8回 

③ 今後開催予定回数 7回 

 

6 振込先口座情報 

振込先 

金融機関 

銀行 

大垣共立  農協 

信用金庫 

本店   

丸の内   支店 

出張所  

種別 普通・当座 口座番号 00000 

フリガナ ヤマダ タロウ 

口座名義人 山田 太郎 
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第8号様式(第8条、第15条関係) 

 

 

令和９年 ２月 １日  

 

 大垣市長  様 

 

所 在 地 大垣市丸の内２丁目２９番地 

団 体 名 おおがきこども応援団 

代表者名 代表 山田 太郎 

 

大垣市子どもの居場所づくり事業補助金変更交付等申請書 

 

 令和８年４月5日付け子第１５８号の２で交付決定を受けた大垣市子どもの居場所づくり

事業補助金について、申請内容を変更(中止)したいので、大垣市子どもの居場所づくり事

業補助金交付要綱第8条第1項又は第15条第1項の規定により申請します。 

 

申請区分 変更 ・ 中止 

補助金の種類   事業補助金 ・ 備品購入補助金 

変更の内容 

交付申請額（市補助）を１５０，０００円から１6０，０００円に増

額する。 

 

変更(中止)の理由 

実施回数を１５回から１6回に増やしたため。 

（当初の計画より、2月15日分を追加） 

 

※変更の場合は、その内容が分かる資料を添付してください。 

 

 

  

変更交付申請の場合は、本申請書に加え、交付申請時にご提出いただいた事業計画

書（第2号様式）、収支予算書（第３号様式。備品購入補助金の場合は第16号様式）を、

変更交付申請の内容に修正の上、添付してください。 

18,19ページは、変更交付申請時の事業計画書と収支予算書の記載例になります。 
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第2号様式(第6条、第13条関係) 

 

事業計画書 

１ 活動目的 

子どもの健全育成を行うため、ひとり親家庭や低所得子育て世帯等の子どもを対象に、

子ども食堂をはじめ、プレーパークを行う 

 

２ 団体概要 

実施団体名 おおがきこども応援団 

 ☑ 大垣市市民活動団体登録番号（ １６２０ ） 

 □ 地域住民組織（地域名：       ） 

 □ その他、任意団体 

 

３ 実施内容 

 ⑴ 内  容 

事  業  名：（名称がある場合のみ記載ください） 

こども応援団 

内   容： 

子ども食堂、プレーパーク 

 

 ⑵ 実施時期、時間及び場所 

時  期 令和 8 年 ４ 月 21 日 ～ 令和 9 年 3 月 10 日 

時  間     11 時 30 分 ～ 13 時 30 分 

場  所 ・おおがき広場（大垣市丸の内2-29） 

・おおがきパーク（大垣市丸の内2-29） 

 

 ⑶ 対象地域及び対象者 

 対象地域：主に〇〇小学校区 

 対 象 者：小学生～高校生の子ども、地域住民 

 

 ⑷ 利用者数及び利用料金（1回あたり） 

項目 子ども 保護者等 従事者 

利用者数 25 人 10 人 5 人 

利用料金 0 円  300 円  

申請時に提出した事業計画書より、 

変更がある箇所のみ修正してください。 
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４ 開催計画（予定） 

№ 実施日 
利用者数  

実施内容 
 食事提供数 

1 令和8年 ４月２１日 40人 30人 子ども食堂／おおがき広場 

2 令和8年 5月１５日 ３0人 40人 子ども食堂／おおがき広場 

3 令和8年 6月20日 40人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

4 令和8年 7月26日 ５0人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

5 令和8年 8月 １日 40人 50人 子ども食堂／おおがき広場 

6 令和8年 8月15日 ３0人 ３0人 子ども食堂／おおがき広場 

7 令和8年 8月20日 40人 40人 子ども食堂・プレーパーク／おおがき広場 

8 令和8年 9月２１日 ５0人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

9 令和8年10月１６日 40人 30人 子ども食堂／おおがき広場 

10 令和8年11月21日 ３0人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

11 令和8年12月 １日 40人 40人 子ども食堂／おおがき広場 

12 令和8年12月15日 ５0人 50人 子ども食堂・プレーパーク／おおがき広場 

13 令和9年 1月20日 40人 40人 子ども食堂／おおがき広場 

14 令和9年 2月15日 40人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

15 令和9年 2月25日 40人 50人 子ども食堂／おおがき広場 

16 令和9年 3月１0日 40人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

17  人 人  

18  人 人  

19  人 人  

20  人 人  

 合計 640人 400人  

※ 開催場所が2か所以上の場合は、実施日ごとに実施内容欄に開催場所を記載してくだ

さい。 

※ 食事提供数は、食事提供を行う予定の場合のみ記載してください。 

追加事項 
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第3号様式(第6条関係) 

 

収支予算書(事業補助金用) 

１ 収入の部 

費 目 金額（円） 積算内訳 

市補助金（事業補助金） 160,000円  

利用料 48,000円 おとな３００円×平均１０人×１6回 

寄付金 25,000円  

その他収入 0円  

自己資金 7,110円  

合 計 240,110円  

 

２ 支出の部 

費 目 金額（円） 積算内訳 

報償費 32，０００円 ボランティア４人×５００円×16回 

旅費 6，4００円 ボランティア４人×平均１００円×16回 

消耗品費 1，6００円 １回平均１００円×16回 

燃料費 3，2００円 １回平均２００円×16回 

印刷製本費 6，4００円 １回平均４００円×１6回 

光熱水費 8，0００円 １回平均５００円×１6回 

賄材料費 １20，０００円 １食平均3００円×４０人分×１0回 

役務費 59０円 郵便代など 

保険料 17，920円 １回平均1,120円×１6回 

使用料 24，00０円 １回平均1,500円×１6回 

賃借料 １０，０００円 かき氷機（2,500円×4回） 

備品購入費 １０，０００円 炊飯器 

合 計 240,110円  

※ 備品購入補助金の対象とする備品購入費は、事業補助金の対象とする備品購入費とは

別になるため、記載しないでください。 

※ 収入合計と支出合計の額は一致させてください。 

 

 

 

交付決定前に実施、契約（購入）や支出した経費は対象外となります。 
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事業完了後、14日以内または、3月31日の

いずれか早い日までに提出してください 

第10号様式(第9条関係) 

 

 

令和9年 ３月 15日  

 

 大垣市長  様 

 

所 在 地 大垣市丸の内２丁目２９番地 

団 体 名 おおがきこども応援団 

代表者名 代表 山田 太郎 

 

大垣市子どもの居場所づくり事業補助金実績報告書(事業補助金用) 

 

令和9年２月5日付け子第５７３号の２により(変更)交付決定を受けた事業補助金に係る補

助事業が完了したので、大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱第9条の規定に

より、実績報告します。 

 

1 実績報告額              

① 補助対象経費 240,110円 

② 利用料、寄付金、その他収入 73,000円 

③ ＝ ① － ② 167,110円 

④ (変更)交付決定額 160,000円 

⑤ ③・④のうち少ない額（千円未満端数切り捨て） 160,000円 

 

2 添付書類 

  ⑴ 事業報告書（第11号様式） 

 ⑵ 収支決算書(事業補助金用)（第12号様式） 

  ⑶ 帳簿の写し及び領収書の写し 

  ⑷ 活動状況の分かる写真 

 ⑸ その他活動の実績を示す資料 
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 第11号様式(第9条、第16条関係) 

 

事業報告書 

 

１ 実施内容 

 ⑴ 内  容 

事  業  名：（名称がある場合のみ記載ください） 

こども応援団 

内   容： 

子ども食堂、プレーパーク 

 

 

 ⑵ 実施時期、時間及び場所 

時  期 令和 8 年 ４ 月 21 日 ～ 令和 9 年 3 月 10 日 

時  間     11 時 30 分 ～ 13 時 30 分 

場  所 ・おおがき広場（大垣市丸の内2-29） 

・おおがきパーク（大垣市丸の内2-29） 

 

 ⑶ 対象地域及び対象者 

 対象地域：主に〇〇小学校区 

 対 象 者：小学生～高校生の子ども、地域住民 

 

 ⑷ 利用者数及び利用料金（1回あたり） 

項目 子ども 保護者等 従事者 

利用者数 25 人 10 人 5 人 

利用料金 0 円  300 円  
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２ 開催実績 

№ 実施日 
利用者数  

実施内容 
 食事提供数 

1 令和８年 ４月２１日 40人 30人 子ども食堂／おおがき広場 

2 令和８年 5月１５日 ３0人 40人 子ども食堂／おおがき広場 

3 令和８年 6月20日 40人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

4 令和８年 7月26日 ５0人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

5 令和８年 8月 １日 40人 50人 子ども食堂／おおがき広場 

6 令和８年 8月15日 ３0人 ３0人 子ども食堂／おおがき広場 

7 令和８年 8月20日 40人 40人 子ども食堂・プレーパーク／おおがき広場 

8 令和８年 9月２１日 ５0人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

9 令和８年10月１６日 40人 30人 子ども食堂／おおがき広場 

10 令和８年11月21日 ３0人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

11 令和８年12月 １日 40人 40人 子ども食堂／おおがき広場 

12 令和８年12月15日 ５0人 50人 子ども食堂・プレーパーク／おおがき広場 

13 令和9年 1月20日 40人 40人 子ども食堂／おおがき広場 

14 令和9年 2月15日 40人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

15 令和9年 2月25日 40人 50人 子ども食堂／おおがき広場 

16 令和9年 3月１0日 40人 0人 プレーパーク／大垣パーク 

17  人 人  

18  人 人  

19  人 人  

20  人 人  

 合計 640人 400人  

※ 開催場所が2か所以上の場合は、実施日ごとに実施内容欄に開催場所を記載して く

ださい。 

※ 食事提供数は、食事提供を行った場合のみ記入してください。 
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第12号様式(第9条関係) 

 

収支決算書(事業補助金用) 

１ 収入の部 

費 目 金額（円） 積算内訳 

市補助金（事業補助金） 160,000円  

利用料 48,000円 おとな３００円×平均１０人×１6回 

寄付金 25,000円  

その他収入 円  

自己資金 7,110円  

合 計 240,110円  

 

２ 支出の部 

費 目 金額（円） 積算内訳 

報償費 32，０００円 ボランティア４人×５００円×16回 

旅費 6，4００円 ボランティア４人×平均１００円×16回 

消耗品費 1，6００円 １回平均１００円×16回 

燃料費 3，2００円 １回平均２００円×16回 

印刷製本費 6，4００円 １回平均４００円×１6回 

光熱水費 8，0００円 １回平均５００円×１6回 

賄材料費 １20，０００円 １食平均3００円×４０人分×１0回 

役務費 59０円 郵便代など 

保険料 17，920円 １回平均1,120円×１6回 

使用料 24，00０円 １回平均1,500円×１6回 

賃借料 １０，０００円 かき氷機（2,500円×4回） 

備品購入費 １０，０００円 炊飯器 

合 計 240,110円  

※ 備品購入補助金の対象とする備品購入費は、事業補助金の対象とする備品購入費とは

別になるため、記載しないでください。 

※ 収入の合計金額と支出の合計金額を一致させてください。 

 

 

 

交付決定前に実施、契約（購入）や支出した経費は対象外となります。 
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第15号様式(第13条関係) 

 

 

令和8年 ９月 １５日 

 大垣市長  様 

 

所 在 地 大垣市丸の内２丁目２９番地 

団 体 名 おおがきこども応援団 

代表者名 代表 山田 太郎 

 

大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付申請書(備品購入補助金用) 

 

 大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱第13条の規定により、次のとおり申請

します。 

 

 

1 交付申請額      １００，０００円 

  

2 備品購入補助金に係る補助事業に要する経費 

 

１１0，８2０円 

3 添付書類 

⑴ 事業計画書（第2号様式） 

 ⑵ 収支予算書(備品購入補助金用)（第16号様式） 

 ⑶ 見積書等金額が分かる書類 

 ⑷ その他関係書類 

 

  

事業補助金の交付申請時にご提出いただいた

←  書類と同じものです。 
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第16号様式(第13条関係) 

 

収支予算書(備品購入補助金用) 

１ 収入の部 

費 目 金額（円） 積算内訳 

市補助金(備品購入補助金) １００，０００円  

寄付金 １０，０００円  

その他収入 ０円  

自己資金 ８２０円  

合   計 １１０，８２０円  

 

２ 支出の部 

費 目 金額（円） 積算 

備品購入費  １１０，８２０円 

オーブンレンジ１台 

３２，９８０円 

寸胴鍋２個 

１５，０００円×２＝３０，０００円 

カセットコンロ２個 

５，０００円×２＝１０，０００円 

長テーブル４脚 

9，46０円×４＝３7，840円 

 

合   計 １１０，８２０円  

※事業補助金の対象とする備品購入費は、備品購入補助金の対象とする備品購入費とは 

別になるため、記載しないでください。 

※収入の合計金額と支出の合計金額を一致させてください。 

 

 

交付決定前に契約（購入）や支出した経費は対象外となります。 
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第21号様式(第18条関係) 

 

 

令和8年 １０月 １０日  

 大垣市長  様 

 

所 在 地 大垣市丸の内２丁目２９番地 

団 体 名 おおがきこども応援団 

代表者名 代表 山田 太郎 

 

大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付請求書(備品購入補助金用) 

 

令和8年９月３０日付けで交付決定・変更交付等決定・確定通知を受けた備品購入補助金

について、大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱第18条第2項の規定により、次

のとおり請求します。 

 

1 通知書番号          子第３４８号の２（交付決定通知書に記載の通知番号） 

2 交付決定額・確定額       １００，０００円 

3 交付済額                ０円 

4 交付請求額           １００，０００円 

 

5 実施状況 

① 今年度開催計画回数 15回 【備考】 

② 開催済回数 ９回 

③ 今後開催予定回数  6回 

 

6 振込先口座情報 

振込先 

金融機関 

銀行 

大垣共立  農協 

信用金庫 

本店   

丸の内 支店   

出張所  

種別 普通・当座 口座番号 00000 

フリガナ ヤマダ タロウ 

口座名義人 山田 太郎 
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第18号様式(第16条関係) 

 

 

令和9年 ３月 15日  

  

 大垣市長  様 

 

所 在 地 大垣市丸の内２丁目２９番地 

団 体 名 おおがきこども応援団 

代表者名 代表 山田 太郎 

 

大垣市子どもの居場所づくり事業補助金実績報告書(備品購入補助金用) 

 

 令和8年９月３０日付け子第３４８号の２により(変更)交付決定を受けた備品購入補助金

に係る補助事業が完了したので、大垣市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱第16条

の規定により、実績報告します。 

 

1 実績報告額 

① 補助対象経費 １１０，８２０円 

② 寄付金、その他収入 １０，00０円 

③ ＝ ① － ② １０0，82０円 

④ (変更)交付決定額 １００，０００円 

⑤ ③・④のうち少ない額（千円未満端数切り捨て） １００，０００円 

 

2 添付書類 

  ⑴ 事業報告書（第11号様式） 

 ⑵ 収支決算書(備品購入補助金用)（第19号様式） 

  ⑶ 帳簿の写し及び領収書の写し 

  ⑷ 購入した備品(現物)の写真 

 ⑸ その他活動の実績を示す資料 
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第19号様式(第16条関係) 

 

収支決算書(備品購入補助金用) 

１ 収入の部 

費 目 金額（円） 算出内訳 

市補助金 

(備品購入補助金) 
１００，０００円 

 

寄付金 １０，０００円  

その他収入 ０円  

自己資金 ８２０円  

合   計 １１０，８２０円  

 

２ 支出の部 

費 目 金額（円） 算出内訳 

備品購入費  １１０，８２０円 

オーブンレンジ１台 

３２，９８０円 

寸胴鍋２個 

１５，０００円×２＝３０，０００円 

カセットコンロ２個 

５，０００円×２＝１０，０００円 

長テーブル４脚 

9，46０円×４＝３7，84０円 

合   計 １１０，８２０円  

※ 事業補助金の対象とする備品購入費は、備品購入補助金の対象とする備品購入費とは 

別になるため、記載しないでください。 

※ 収入の合計金額と支出の合計金額を一致させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定前に契約（購入）や支出した経費は対象外となります。 
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【参 考】 作成チラシにおける補助事業名の記載について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参 考】 購入備品への補助事業名の表示について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇〇〇地区 こどもの居場所 

地域の居場所 

１ と き 令和〇年〇月〇日（〇）10時～11時 

２ ところ 〇〇公園 

３ 対象者 〇〇地区の小中学生 

４ 参加料 無料 

５ 注意事項 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

６ 連絡先  〇〇（電話 〇〇〇〇） 

本事業は大垣市子どもの居場所づくり事業補助金の交付を受けて実施しています。 

チラシ下段に記載してく

ださい。 

購入した備品には、テプラやシール等で、 

「令和○年度大垣市子どもの居場所づくり

事業補助金」と表示してください。 
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【参考様式】 会  則 

（名称） 

第1条 この会は、   という。 

（事務所） 

第2条 この会の事務所を大垣市    に置く。 

（目的） 

第3条 この会は、        を目的とする。 

（事業） 

第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

⑴      事業 

⑵      事業  

⑶ その他目的を達成するために必要な事業 

（会員） 

第5条 この会の会員は、この会の目的に賛同して入会し、この会の運営に参画する個人と

する。 

（会員の資格の喪失） 

第6条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

⑴  退会届の提出があったとき。 

⑵  団体が消滅したとき。 

⑶  除名されたとき。 

⑷  会員が正当な理由なく会費を滞納し、かつ催告に応じないとき。 

（退会） 

第7条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 

（除名） 

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、会の議決により、これを除名する

ことができる。 

⑴ この会則等に違反したとき。 

⑵ この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

（拠出金品の不返還） 

第9条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

（役員） 

第10条 この会に次の役員を置く。 

⑴ 会長   人 

⑵ 副会長  人以上 

⑶ 会計   人以上 
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（選任等） 

第11条 役員は、総会において選任し、役員の任期は、 年とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

（職務） 

第12条 会長は、この会を代表し、その業務を監督する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、  その職務

を代行する。 

3 会計は、会の経理及び財産の管理を行う。 

（総会） 

第13条 総会は、会員をもって構成し、年 回会長が招集する。 

（定足数） 

第14条 総会は、会員総数の過半数によって成立する。 

（議長） 

第15条 総会の議長は、会長又は会長の指名を受けた者が行う。 

（議決） 

第16条 総会は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の会

員を代理人として表決を委任することができる。 

（事業年度） 

第17条 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 

（委任） 

第18条 この会則のほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

この会則は、   年  月  日から施行する。 

 

【参考様式】 会員名簿 

№ 氏名 住所 役職 

1   会 長 

2   副会長 

3   会 計 

4    

5    
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【参考様式】 旅費規定 

旅 費 規 定（例１） 

（団体名）     

令和〇年度子どもの居場所づくり事業において、旅費を支払う

際の金額について、次のとおり規定します。 

＊旅費は子どもの居場所の実施において、事前準備日及び開催日

に、自家用車により従事した者への移動の交通費を指します。  

№ 距離 金額 

１ 5km以上10km未満 200円 

２ 10km以上20km未満 400円 

３ 20km以上 500円 

  ※支払いは、各開催日とします   

 

旅 費 規 定（例２） 

（団体名） 

令和〇年度子どもの居場所づくり事業において、旅費を支払う

際の金額について、次のとおり規定します。 

１ 該当用務 事前の買い出し又は当日運営 

２ 交通手段 自家用車 

３ 支 給 額 3㎞以上、一律200円 

４ 支 払 日 用務日の月末 

 


